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「福岡コロナ警報の見直しについて」に関する周知について 

 

 平素より本県の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご理解・ご協力を賜り、誠

にありがとうございます。 

１１月８日、国の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、国民のワクチン接種率が 

７０％を超え、医療提供体制の強化や治療薬の開発が進んできたこと等を踏まえ、従来の

ステージ分類の考え方を見直し、「新たなレベルの考え方」を示しました。また、１１月 

１９日には国の基本的対処方針が全面改訂され、緊急事態宣言の発出等の考え方や措置の

内容が見直されました。 

これらを受け、県民及び事業者の皆様に対する協力要請を行う際の本県独自の指標であ

る「福岡コロナ警報」についても、下記のとおり見直しを行いました。 

今後、「福岡コロナ警報」の各指標の状況を注視し、適切なタイミングで警報や特別警報

の発動・解除、必要な措置の実施・解除を行うことにより、感染拡大防止と社会経済活動

の両立を図ってまいります。 

また当該見直しにおいて、高齢者施設等に関し、令和３年１１月２４日の対策本部会議

（書面開催）で決定したとおり、引き続き感染防止対策の取り組みへのご協力をお願いし

ており、社会全体で感染の再拡大防止を図っていくため、これらにつきましても、ご理解・

ご協力くださいますようよろしくお願いします。 
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